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　星野公平ニュース

Ｎｏ．１３４　　２０１１年　４　月　２１　日

発行　星野公平　　(日本共産党桑名市議団) 
住所　桑名市立花町１－１４－７　電話　２２－２９７５　
１、地方選挙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三重県議会では、日本共産党の県会議員は０になりました（議員空白地域）。　　　　　　　知事選で善戦しました岡野恵美候補が訴えていた３点の実現に、あらゆる方法を考えて、実現のために頑張ります。① 国保税の値下げ、② 子どもの医療費の無料化の拡大と窓口無料化、③ 住宅リフォーム助成制度の新設。それと、原発反対。日本共産党は、全国で被災者支援に取り組みながら、一日も早い被災地の復興と、原子力政策、エネルギー政策の転換を求め、日本中どこでも住民の命と暮らしを守る防災と福祉の町づくりをめざしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２、東日本大震災　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　震災の復旧と復興には、被災者の生活と地域の再生を支援する、従来以上の対策が求められています。日本共産党は、生活の基盤を奪われた被災者への個人補償を大幅に引き上げるなど国の総力をあげた支援を求めるとともに、復興財源は大企業・大資産家への行き過ぎた減税を是正し、米軍「思いやり」予算や原発推進経費を中止するなど、不要不急の施策を見直してつくるよう求めています。「震災復興国債」を発行して大企業に引き受けを要請し、滞留しているため込み金を活用させることも検討すべきではないでしょうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３、福島原発事故　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政府の原子力政策そのものを安全最優先に転換すべきであり、それを進めるためにも推進機関とは分離した独立の規制機関をつくり、強化することが不可欠です。　　　周辺住民の避難生活の長期化や農産物などの汚染､｢計画停電｣などの被害も広がっています｡総力をあげて事態の悪化を食い止めるとともに､｢原発はこのまま続けていいのか」「これからのエネルギー政策はどうなるのか」という、国民の不安にこたえることが重要です。原発見直しの声は世界で巻き起こっています。原発への依存をやめても、ドイツのように太陽光などを利用した自然エネルギー中心に切り替えれば、供給に問題はありません。原発政策を抜本転換し、自然エネルギーへの計画的転換をすすめるべきです。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月２９００円　　日曜版　月８００円

桑名市議団 星野公平のＨＰは　   http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野）　　　　　　　　　　
総合計画後期基本計画検討協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

議会の総合計画後期基本計画検討協議会が、４月８日に開催されました。（私が日本共産党の会派からの委員です。）Ｈ１８年度策定し、Ｈ１９年度から始まった１０年間の総合計画の見直しが、５年目を迎えて始まっています。この協議会の趣旨は議会の意見を総合計画に反映させることにあります。
第１回は、担当部署（市長公室）から
①後期基本計画策定の趣旨と今後のスケジュール、
②今年の２月に行った市民意識調査の報告、を聞きました。
私は、下記の点などを指摘しました。
１、 毎年度の見直しの状況（前半の総括・まとめ）の確認はどうなっているのか
２、 案ができたときの住民説明会の必要性（パブリックコメントだけでは駄目）
３、 後期計画の見直しは、実現性の高いということで、夢が無いのではないか
桑名市のまちづくりを考える意識調査の報告では、桑名市の住み良さや定住意向が前回（Ｈ１７年）に比べ、低くなってきており検証が必要ではないでしょうか。
【市民意識調査資料から】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１、桑名市の住み良さ
　　　　　　住みやすい　　　　　どちらかといえば住みやすい
　　前回　　２７．０　　　　　　３２．１　　　　　　　　（５９．１）
　　今回　　２２．０　　　　　　３４．５　　　　　　　　（５６．５）
２、定住意向
　　　　　　ずっと住み続ける　　出来れば住み続けたい
　　前回　　４２．１　　　　　　３６．８　　　　　　　　（７８．９）
　　今回　　３５．３　　　　　　３９．８　　　　　　　　（７５．１）
次回は、４月２２日に、これまでの検証をしながら原案を聞く予定です。
第３回　生活保護関連の学習会と相談会を実施
４月１６日（土）午後１時より桑名市民会館３階の大会議室にて、京都府山城北保健所のベテラン生活保護ケースワーカーの奥森祥陽(おくもり・よしはる)さんを講師に学習会が行われました。

今回の東日本大震災で避難所支援に会津若松市に行かれた報告がありました。

貧困は自己責任か、社会の責任かの問いかけから始まり、社会福祉法、生活保護法の理念や目的の解説がありました。ケースワーカー歴２０年以上の経験と実績に基づき就労支援の取り組みを中心に色々と報告していただきました。
京都府山城北保健所の就労支援活動の５つの特徴は、① ５年先、１０年先の生活を見据えた支援　② 組織的・継続的な支援　③ 就労支援は日常生活・社会生活自立支援と一体で　④ 「たより」の発行　⑤ 技能習得費の積極的活用　だそうです。「自立支援ハンドブック」―自立支援をよりよくすすめる８つのポイントーは含蓄があり、読めば読むほど中味があり、みんなで活用したいものです。① 希望を尊重した支援　② 共感にもとづく支援　③ 共に動く支援　④ 将来をみすえた支援　⑤ 責めない支援　⑥ 途切れない支援　⑦ 利用者の力を引き出す支援　⑧ 組織的な支援　と内容も豊富になっています。是非、一読を薦めます。
ケースワーカーさんに次の様な厳しい問いかけも有りました。生活保護受給者をどの様に呼んでいるか。見えないところでもちゃんと「さん」付けしているか。生活保護の利用者と呼んでいるか。アポなし訪問はしていないか。等々。
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奥森祥陽さんの講演　　　　　　　　           ケース検討会の雰囲気
午後２時からは平行して相談会が実施され、生活保護、雇用･労働問題、多重債務等々１２人の方の相談に桑名市のケースワーカーさんやハローワークの方々、桑名市社協の方々、東海生活保護利用支援ネットワークの弁護士・司法書士があたられました。終了後には恒例のケース検討会も行われ問題点等を共有しました。（個人情報は保護されています。）
建設水道常任委員会　　政策提案のための調査研究
桑名市議会では、毎年、常任委員会ごとに市に対して政策提案をしています。議会の休会中などにテーマを設けて調査・研究・先進例の視察を行っています。私は、再選後の１年目は建設水道常任委員会（７名）に所属しており、１３日に調査研究事項の検討会が行われました。
景観形成の問題、景観条例の管理運営、公共事業の発注体制、自転車を生かしたまちづくり、駅西土地区画整理事業の見直し、駅周辺整備、災害時の上下水道事業等々がテーマとして出されました。今回は、都市整備関係で、①自転車を生かしたまちづくり、②駅西土地区画整理事業の見直しと、上下水道事業で③上下水道事業における災害対策に絞り込み、次回（５月１１日開催）に質問事項に対して行政側の意見を聞くことになりました。私からは、①については、無料駐輪場の設置、駅西地区の駐輪場はどうなるのか、駅前のレンタル自転車の利用状況。②については、年度別の用途別予算と実績の一覧(過去・現在・将来)、仮換地指定の最終予定、家屋や営業補償の状況・見通し。③については、災害度のランク別上下水道の利用可否、水道の基本計画作成スケジュールと災害対策、下水ポンプ場の増設計画等々に対して質問を提出しました。
改めて分かっていない事が多い事（勉強不足）を実感しました。　　　　　　

３月末に住民監査請求が出される　桑名市の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

昨年の９月議会でＫ議員が質問した、桑名市が社会福祉協議会に出した補助金に対して市長らに損害賠償を求める請求です。市内のＫ氏より出されました。これは大阪高裁の判例にもあり、派遣職員の給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び特例一時金の全額を桑名市が支給し、管理職手当て、通勤手当、勤勉手当及び時間外勤務手当て等は社会福祉協議会が支給する事になっているのを、桑名市が全部支給していたものです。５月末（６０日）に監査委員から結果の報告が出されます。記者会見が行われたようですが、マスコミはニュースにしていません。
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